
 

 
 第 3２回真庭市地域公共交通会議 次第 

 

開催日時：書面開催 

 

開催場所： 

 

１ 開   会 

  書面開催による 

 

2 会長あいさつ 

  書面開催により割愛 

 

3 審議事項 

(1) 真庭市フィーダー系統確保維持計画の変更について      ・・・・・・・・資料 1 

(2) 旭川ダム沿線バス(さくらバス)の登録変更に伴う合意について  ・・・・・資料 2 

 

4 その他 

 

5 閉会あいさつ 

  書面開催により割愛 



地域内フィーダー系統維持確保計画とは

令和３年度地域内フィーダー系統確保維持計画の
変更について

地域の特性・実状に最適な交通手段を確保・維持するために実施する地域内フィーダー
系統確保維持事業を実施する上での「実施計画」のこと。真庭市では、幹線３ルートの運
行費の国庫補助を受けるため、毎年作成し、国に提出している。（令和３年度計画は、
第29回真庭市地域公共交通会議で承認）

資料１
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令和３年度地域内フィーダー系統維持確保計画の変更について

→令和３年度地域内フィーダー系統維持確保計画の変更(変更には協議会の合意が必要)

○変更理由

1）令和３年６月に蒜山・久世ルート（5,6便の発着地を真庭市役所に）の変更

2）令和３年６月に北房・久世ルートのルート（小川橋周辺のUターン解消および新落合病院への乗り
入れによる距離程の増加）の変更が実施される。（「令和3年度まにわくん運行計画」）

3）「真庭市地域公共交通計画」を策定

前回、前々回の公共交通会議において、これらの事項について承認を得たため、同計画の関連部分
も付随して変更となる。

①表1 申請番号（3）北房・久世ルートの系統キロ程の増
旧 31.5㎞ 新 32.4㎞

②表5 地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定年月日

・計画名 旧 真庭市地域公共交通網形成計画 新 「真庭市地域公共交通計画」

・策定年月日 旧 平成28年5月27日 新 「令和3年4月1日」

・算定式適用開始日 旧 平成29年度 新 「令和3年度」

※詳細は次項のとおり
※①②に付随して表1と5の根拠資料（ルート図、時刻表など）が変更となる。

変更箇所（参考）
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計画の変更箇所（様式抜粋）

変更① 表1

変更② 表5



概要
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新落合病院開院に伴い、美咲町営バス「さくらバス」（美咲町⇔久世駅）が一部路線変更を行う。

真庭市地域公共交通会議において合意が必要となり、美咲町から依頼があったため、合意を求めるもの。

旭川さくらバスのルート変更について

変更の詳細

久世駅行きの2,3便および美咲町栃原行きの1,2,3,4便を落合病院に乗り入れる。
※路線図および時刻表下記および次項のとおり

資料２

新時刻表（抜粋）

変更箇所：
新落合病院へ乗り入れ



変更箇所

新ルート図
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